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過酷事故対策の一つとして，フィルター・ベントの設置が，ようやく日本の原子力発電所にも取り入れら

れることになりました。これ自体は必要なことだと思います。ところが，地域の原子力防災計画の前提とし

て，この新設される設備に期待してよいものかどうかという議論が次にあり，この点に関するガイドライン

がないことから，自治体関係者は悩まされているようです。

事故を起こした原子炉から放出される放射性物質のうち，残留しない貴ガスを除く成分に関しては，フィ

ルター・ベントを通過するかしないかによって，周辺環境への放出量が3桁か4桁くらい違いますので，

たとえばどの縮囲の住民が，どのくらい迅速に，どこまで避難すればよいのかが大幅に変わってきます。フ

ィルター・ベントが働かず，避難してくる人々を助けてくれる役割を果たすはずの人々までもが一緒に避難

することになったのでは，その外側にさらに大きな受入体制を確保しなければならなくなり，避難のための

交通手段，臨時避難場所，そこでの食糧，飲料水，寝具，冷暖房設備，日用品の調達計画，傷病者，心身障

害者や高齢者のケア，家畜やペットの世話，防犯，そして長期的な仮設住宅の用意等々の規模が，文字通り

桁違いに違ってきます。（フィルター・ベントの有無とは関係ありませんが,事故直後に福島第一の周辺から避難してきた

人々を村民総出の炊き出しで迎えた川内村の人々も，すぐに避難を指示され，大混乱が生じています｡）

したがって，自治体関係者にとっても，フィルター・ベントの効能は窮待したいところでありましょう。

国にとっても同じ事情のはずです。自治体が自力で対応できないことになったのでは，国が次の受け皿にな

らなければなりませんから。そして，その場合の国の支援が具体性のある計画として描かれないときには，

当然，「それで原子力発電所を運転してもよいものなのか？」という問題が，電力会社に突き付けられます。

その結果，電力会社は，フィルター・ベントの効能が期待できることを懸命にアピールしなければならなく

なります。

原子力防災計画におけるフィルター・ベントのクレジットは，このような政治力学の下で議論されるとい

うデリケートさを含みます。その場合，どのようにこのクレジッ|､の可否を決定するのが公正なのでしょう

か。

●深層防護の考え方
周知のとおり，原子力防災計画とは，国際原子

力機関(IAEA)が定義する「五層」の深届防護の概

念のうち，雌も外側(第五聯)に相当するものです。

そして，フィルターベントは．そのすぐ内側(鋪

凹肘)，すなわち過酷事故対策の一設術として新た

に巡加されたものと位世づけられます。したがっ

て，これから私たちが議論する問題は，「『第'1I

州をより充実させることのメリットをI.第五

屑jの緩和として反映するのは妥当か？」と言い

換えることができます。

時代を戦国時代にまで遡らせ，城を取り囲む五

砿の城壁をイメージし，外側から「第一の壁｣．

｢鋪二の壁」と数え，賊も内側に「第五の雛」が

あり，それぞれの壁に守ｲilii隊が配iiftされ，「鋪四

の雛」を5()人の兵士が守っていたとしましょう。

そして，これを100人に蝋やしたことで「雛1L1
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の壁」の守備力はより堅牢になったのだからと，

｢第五の壁」の守備力を半減することを守備隊長

が提案してきたとします。城主があなたで。以前‘

敵硴に第五の壁まで破られ，危うく殺されかけた

苦い経験があるとき，あなたはこれを承認するで

しょうか？「ちょっと待て。「第五の壁』は，

『第四の劃が破られる場合に備えたものだ。お

前の提案では，『第五の壁』はないも同然だ。却

下だ｡」と答えませんか？

答えを急がず，まずは，「深層防謹」の思想に

ついて一から整理してみましょう。．

1.1常鐡としての深層防霊

「深層防護」は．原子力の世界だけの特殊な概

念ではありません。そのような言莱こそわざわざ

使いません溌私たちは，日常にそれらを取り入

れて生活しています。貯金や健康保険，生命保険

から，インターネット・ショッピングのパスワー

ドまで，様々な種類があります。しかし，大事な

ことは，それらが本当に役に立つのかという点で

す。電池が切れて灯らなくなった懐中電灯，使用

期限が過ぎた消火器．物で塞がれた非常口など。

しばしば役に立っていない深層防護もあったりし

ます。滅多に使われることがないものほどそうな

りがちです。

深層防護は設棚や機械の設計にも反映されます。

火災報知器のケーブルが火災で断線して火災を知

らせなくなったのでは意味がありませんので，特

殊な耐火ケーブルが使われます。これは当然のこ

とですが，次の場合はどうでしょう。

日本の高速道路では，自動車の制限速度が時速

100kmなのだから,120kmでタイヤがバースト

して事故が起こっても．タイヤ・メーカーの責任

ではない。最大獄戦量を2割オーバーしたトラ

ックが，下り坂でブレーキが利かず事故が起こっ

ても．メーカーは悪くない。殿大秋戦量の2倍

を獄んだ大型トラックが，時速150kmでガード

レールを破って民家に激突する事故力起こっても，

ガードレールの設計が悪いわけではない。

いずれも責任が巡転手にあるのは間述いありま
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せん。しかし，時速150kmを出せる自動車に，

時速120kmでバーストしてしまうタイヤが装着

されている設計は正しいでしょうか。鰻大穂載壁

の2倍が積めてしまうトラックのブレーキ瓶

1.2倍で利き力悪くなってしまうのは問題ないの

でしょうか。想定し得る違反運転に耐えられない

ガードレールの設計も適切と言えるでしょうか。

まずは，このような例題をいろいろ考え，頭の準

備体操をしてみましょう。

1.2原子力の深層防函

では．原子力の深届防護について考えましょう。

原子力に対しては，一般産業よりもざらに高度な

深届防護が組み込まれているべきですが．まずは

実際にそうである実例を示します。

1.2.1火災防識

米国の原子力発砥所における火災防護の深層防

護は，次の3層で櫛成されています。一見して

わかるように，第一層が成功しない場合のために

第二層，その第二層も成功しなかった場合に備え

て第三層があります。

第一層：火災を発生させない。

第二層；発生した火災を速やかに検知し消火す

る。

第三層：消火できない火災の延焼を防ぎ，原子

炉の安全停止機能を維持する。

火災を発生させないためには，厳璽な可燃物・

発火源管理が運用されますが，それでも火災はど

こででも発生すると想定します。そして，その場

合に備えて火災検知器と自動消火装悩(スプリンクラ

ー.消火カス喰射設侃など)を設置し，自動消火の失敗

に側えては，自衛消防隊が24時間体制で待機し，

建屋内の各所に消火栓と消火器が設悩されていま

す。しかし，自衛消防隊の消火も成功しない可能

性はありますので．あらかじめ建屋内を耐火性の

壁．床，天井で仕切り，火災をその空1IM内に封じ

ることで，最悪の場合でも．安全に原子炉を停止

できる機能の維持を図ります。

第三層の安全停止機能の維持というのは，実際



0

には難しい問題を含みます。たとえば中央制御室

での火災に対しては，猛火や黒煙に包まれて滞在

し続けることが困難になる場合に備え・遠隔停止

操作錐が中央制御室外に設圃されています。この

操作慾には，原子炉を安全停止させるのに必要な

最低限の操作機能があります。そこで，とりあえ

ずスクラム停止ボタンを押して原子炉を停め，急

いで中央制御室を脱出した逆転員は．この操作盤

に辿り藩くや否や真っ先に操作機能の切替えを行

います。これで落ち着いて，スクラム停止させた

原子炉を，中央制御室の外からでも安全停止に導

く迦転ができるようになります。

ところが1”1年，厄介な問題が発覚しました。

巡転員が中央制御室から遠隔停止操作錐に辿り蒲

く前に，安全停止に必要な睡動弁の制御ケーブル

が焼けて誤勤作を引き起こし，弁を固藩させ，そ

のままモーターを焼損させる可能性が指摘された

のです。この問題は，多くの原子力発砥所に共通

して潜在するものの，その摘出が難しく、殿近ま

で類似事例の報告が散発し，その都度，制御回路

の改造などで是正されています。

運転員が常駐し，火災を自動的に検知してハロ

ン消火設備が自動的に作動する中央制御室におい

て，なお迎転員が脱出しなければならない規模の

火災を想定し，その際，運転員が遠隔停止操作盤

に辿り藩いて操作機能の切替えを行うまでの間，

たまたま原子炉の安全停止に必要な砥動弁が誤動

作した上，致命的な故障に至るというこのシナリ

オは，他の産業界においてであれば．まともに取

り上げられることはないでしょう。原子力だから

ここまで識論されなければならないのです。（ただ

し。以上は，あくまで安全悲準の厳しい米国においてであり‘

後述するように。日本の場合についてではありません｡）

1.2.2臨界安全

核燃料(折幾赫仙川涜燃料)が，原子炉外で臨界に

なる馴故〈簡界耶故)を防止する対策は特に万全でな

ければならず，「ダブル・コンテインジェンシー

の原則(安全性の担保に.二虹の郁的防御があること)」が

適用されます。たとえば.BWRの原子炉建屋の

最上階に，新燃料貯磯庫という設備がありますが，

これに対するダブル・コンテインジェンシーは次

の通りです。

・貯蔵庫が臨界になり得ない幾何学的形状で

あること。

・貯蔵庫には，減速材・である水が入らない椛造

であること。

そのため，新燃料貯蔵庫で新燃料が臨界になる

ことは，貯蔵庫を変形させ，わざわざ重水を持ち

込んでこれを注入することも含め，私の想像の及

ぶ範囲では不可能です。この原則を担保に，新燃

料貯蔵庫の臨界事故は．安全解析の範囲から除外

されています。

しかし，このダブル・コンテインジェンシーの

原則力雑持できなくなる可能性もないわけではな

いことを，福島琲故のときに知りました。あの時，

地震によって使用済燃料プールの水が大避に溢れ

出ました。その後，水素爆発で原子炉建屋の最上

階が吹き飛んでから，警視庁と消防庁は下から，

自衛隊はヘリコプターを使って上空から放水しま

した。これらの現象と作戦に対しては，本来は，

新燃料貯蔵庫に水(減速材)が入り込むことで臨界

安全を脅かす可能性と程度をきちんと評価し，判

断がなされるべきだったと思います。「ダブル・

コンテインジェンシーの原則があるから臨界は起

こらないはず」ではあっても，ダブル・コンテイ

ンジェンシーが維持できなくなる事態がそもそも

原則からの逸脱だからです。

使用済燃料を収納するキャスクの場合のダブ

ル・コンテインジェンシーは次の通りです。

。実際には使用済燃料であるにもかかわらず，

臨界解析上はく机対的に臨界にいたりやすい)新燃料

とみなす。

・収納バスケットに中性子吸収板を張り付ける。

したがって，使用済燃料キャスクを臨界にする

ためには，プールに保管されている使用済燃料を

こっそり新燃料に入れ替え，収納バスケットに張

り付けられた中性子吸収板を剥がしておかなけれ

ばなりません。実質どちらも不可能ですが。使用

済燃料キャスクに対する解析は，構造解析，臨界

霊""書塞…-べﾝﾄ‘,"|科挙|"”
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解析，熱解析，放射線解析を含み，熱解析と放射

線解析に対してはキャスクに装荷される燃料を

鯛や放射線の放II脈の多い)使用済として扱いますが，

臨界解析においては新燃料として扱います。この

あえて矛盾した条件設定が，使用済燃料キャスク

に対する臨界安全の担保になっているわけです。

以上が，臨界安全における深層防護の考え方で

す。一見簡単そうですが，核燃料施設における実

務などでは，厳しいNRCによる検査によって，

しばしば「原則」からの逸脱が指摘され，罰金の

伴う行政処分の執行例も珍しくありません。燃料

ペレットを研磨仕上げするときに発生するウラン

燃料の粉塵を回収する換気フィルターやダクトに

付着，沈菰したものに対しての臨界管理に手落ち

があったと指摘された事例も最近発生しています。

19”年の東海村JCO臨界事故は，直接的には事

業者の杜撰な管理体制が原因でしたが，臨界安全

について鞘通した検査官が不在の規制側の問題で

もありました。あのときの当事者の頭の中からは，

鉄則である「ダブル・コンテインジェンシーの原

則」が完全に消えていたように思われます。

◇

もちろん，原子力における深層防護の考え方が

この世で最高というわけではありません。バイオ

ハザード対応者は．原子炉事故対応者よりも厳重

な装備をまといます。旅客機のパイロットに対し

ては，機長と副操縦士に別々に手配した食事が用

意され，別々の時間に摂ることになっているよう

ですが，原子炉運転員に対しては，そこまでの厳

格さは迎用されていません。とはいえ，原子力の

深届防護はかなり深く考え抜かれたものです。

原子力の深層防謹には，原子力であるがゆえの

大きな欠陥もあります。十分な損害賠侭制度が確

立できないことです。米国には，原子力発電事業

者による互助制度のようなものがあり．約100

億ドルが用意できますが．福島事故のスケールで

は．このような巨額の準備があったとしても，応

急手当てにしかなりません。交通安全や火災防護

の場合もそうです瓶損害賠侭は究極の深層防謹

のはずなのですが，原子力の場合にはこれを保険
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制度によって確立することができず，第五層の原

子力防災計画が．実質的な最後の砦になっていま

す。

－"フィルター・ベントが設置されれば．環

境への放射性物質の放出麓が3桁か4桁減少す

る。これで，実効性のある原子力防災計画が立案

できる｡"－フィルター・ベントのことだけで考

えると，このような思考の短絡に陥る可能性があ

ります。

その前に，深層防護とは一般にどのような理念

にもとづくものか，特に原子力の深層防謹の場合

はどうあるべきかを慎重に思索し，考え方の整理

と合意を図っておくことが重要だと思います。

1.3深層防璽の国際比較

深届防護の実践は，安全文化と並び，その国や

企業の危機対応能力の熱度を左右しますが，日本

の原子力の場合，米国や欧州に後れをとっている

と認めざるを得ない事実が多々見受けられます。

今回取り上げるフィルター・ベントが，西欧諸国

では1980年代すでにほとんどの原子力発電所に

設麓されていたこともその一例に過ぎません。

前掲の火災防護の例では，日本の場合，中央制

御室から巡転員が脱出しなければならないほどの

大火災は発生しないことになっています。「もし

発生したら？」と尋ねても，「いいえ発生しませ

ん！」と談議に乗ってきません。せいぜい，炭酸

ガスの消火器を噴射してすぐに消せる火災しか想

定しないのですから，自動ハロン消火設備も設匝

されておらず，ケーブル火災による電動弁の誤動

作も心配していません。そのため，米国でのよう

に，消火設備の故障や，新たに発覚した誤助作の

シナリオを規制要件に対する不適合として報告す

る必要もありません。しかし．これでは不適合報

告のないことが安全性の要づけにはならないわ

けです。

同様に，日本の臨界安全の審査や検査がどの程

疫入念に行われているのかも不明で．米国のよう

に比較的頻繁な不適合報告がないことが，実際に

問題がないからなのか潜在的な問題を見つけ出そ
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うとする安全文化と検査制度がないからなのかが

わかりません。

逆説的ですが，深層防謹の範囲を広げ深さを深

くするほど，細かいことが一々不適合報告の対象

になります。技術支援センター(TSC)の換気空調

系が故陳した，ある部屋の排気ダクトにある防火

ダンパーに欠陥が発見された，改造工事のために

安全パラメータ表示システム(SPDS)が一時的に使

えなくなった，防護区域内のゴミ箱からビールの

空き缶が発見されたといったことが．米国ではし

ばしば，あるいは時々報告され，まるで年中トラ

ブルだらけの印象があります。一方そのような報

告が上がらない日本の原子力発遜所は，トラブル

の少ない安全な施設であるかのようですが，実は

単に報告義務がなく，放置されているだけかもし

れません。

なお．ハロン消火ガスにちなんでは，興味深い

日欧の深層防護に対する考え方の遠いがあります。

ハロン1301(cFJBr)という物質は，消火ガスとし

て超優良です。炭酸ガスの3倍も消火能力が高

いのに人体に対する毒性が少なく，遜気的絶縁性

も高いため電気火災にも使え，消火ガスを噴射し

た後に汚れを残しません。ところが地球温暖化

には炭酸ガスの6900倍，オゾン層破壊にはブロ

ン・ガスの10倍も寄与し，一旦気中に放出され

てしまうと400年も残留し続けることが知られ，

1”0年代に国際的に製造禁止になっています。

そして欧州では，2004年から原子力発電所を含

む一般の消火設備としても使用が禁止されていま

す。ところが日本はこのところ，ハロン1301の

消火股備をどんどん普及させる運動を国の方針と

して推進しており，原子力規制委員会が規制基準

を制定して火災防護を強化した結果，日本の原子

力発砥所においても，設置が促進されています。

欧州の考え方はこうです。消火設備とは火災の

ときに使用されるのが前提で，使用されれば環境

に放出され害をもたらす。だから設置を禁止。一

方，日本の考え方はこうです。ハロン1301は消

火ガスとして卓越しており．消火設備に使われな

いのは惜しい。そもそも火災が起こり，実際に使

用されるのは稀なのだから環境への負担は小さい。

だから設置拡大を推奨｡(米国の蹴子力発地所では.新規

設睡を禁止しフエーズアウト｡）日本の考え方が，国際

的に批判されているわけではありません。しかし．

火災は稀にしか発生しないという過去の経験則を

出発点にしてしまっているところに，日本の深層

防護の考え方における一つの象徴的な特徴が表わ

れており，そのような考え方が，津波は来ない，

テロは起きない．中央制御室で大きな火災は起こ

らないとする．日本の原子力発祗所に対する深層

防護の浅さ，甘さとして及んでいるようにも感じ

られます。

福島事故後，汚染水問題の対応になかなか解決

策を見いだせない日本の様子を見たフランスは，

過酷事故対応の要件として地下水汚染対紫の強化

を図ることを認可更新"0年を超えての運転継続)の条

件として追加しています。また，過酷事故が進展

し，環境の悪化によって原子力発遜所の職員がど

うしても撤退しなければならない事態に備えては，

総勢300人からなる弘RN(|緊急対応部隊恥rcc

dqActionRapideNud|“『e)力噺たに設憧されます｡(4器の

同時発生那放への対応は2014年までに完了し、6基の同時発生

への対応は2016年までの完了を目術して現在蛙胴II'｡)運転

員に対するシミュレーター訓練では，あえて未経

験の過酷なシナリオがぶつけられ，融通性が鍛え

られます。

事故直後は，「世界最高水準」を目指していた

わけではあります瀧現実にはこのように，いつ

までも日本と欧米の差が縮まりません。フィルタ

ー・ベントのクレジット問題は，深届防護に対す

るより厳しい米国や欧州の考え方も参考に．慎重

な検討が必要です。

②福島事故からの教訓
フィルター・ベントを設置することにより，環

境に放出される放射性物質の湿が3桁から4桁

も減少する。私は，これを受け入れるべきでない

とは主張しません。しかし，福島事故が発生する

までに日本で受け入れられていた「仮想事故」の

考え方をめぐる問題について．もう一度振り返っ
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q

0

0

てみる必要があると思います。

そもそも「仮想事故」とは，米国が,962年の

文普(TID-l4844)で，「考えられ得る最大の事故」

と呼んでいたものを．日本では「技術的見地から

は起こり得ない」との句を冠して定義したもので

した。しかし．事故の瞬間に原子炉内にある放射

性ヨウ素の50％が格納容器内に放出されるとの

仮定こそ技術的には起こり得ないものの，その先

は，一連の楽観的な仮定で組み立てられたシナリ

オでした。たとえば，柏崎刈羽原子力発電所

(ABWR)に対する評価は，次のように行われてい

ました。

運転中の原子炉内にある放射性ヨウ素は703

万TB9oその半分が格納容器内に放出されるも．

そのうちの半分は格納容器の内面に付着し，残り

の大部分はスプレーによって除去。それでも漂っ

ている放射性ヨウ素が格納容器から漏洩。その

通は，般初の1時110は毎時0.6%だが，その後は

毎時0.3％に減少。そうしてチビチビと格納容器

から漏れてきた放射性ヨウ素は，非常用ガス処理

系によって”％が吸若され，1日当たり原子炉

建屋の気祇の50％斌排気筒の上端から外に放

出。これだと放出される放射能趾は67TB9とな

り，仮にこの事故に気づかない人が，敬地境界に

ずっと居続けたとしても0.83mSvの全身被曝し

か受けないことになります。

しかし，福島事故で実際に起こったことはこう

でした。格納容器からはダダ漏れとなり．非常用

ガス処理系は働かず，水素爆発で原子炉建屋の密

閉性は失われ、放射性物質は，排気筒からではな

くそのまま外気に放出され，その鮭は，柏崎刈羽

原子力発砥所に対して評価された量の，万倍近

い値になりました。三一ﾄ数km離れた飯舘村では，

3月15EIだけで5mSvを超える地点もあったと

推定されています。

フィルター・ベントを設置したとはいえ，この

ようなリスクがなくなったわけではありません。

せっかく設世したフィルター．ベントがバイパス

されてしまう瓢故，格納容器が損傷する事故，原

子炉を停止して燃料移動を行っている最中に発生

0502 "ulMay2015W1,85No.5

する駆故，燃料プールの事故など，多くの不都合

なシナリオがあり．その中には，福島事故よりも

さらに過酷な事態を引き起こすものさえあります

(たとえば本雌2014年9月号の本連戦参照)。ここで．そ

ういった不都合なシナリオは想定しない，と再び

ピシャリと議詰を閉ざしてしまったのでは，私た

ちは．私たち自身の過去からも世界からも．何も

学んでいないことになってしまいます。

③ﾌｨﾙﾀー･ベﾝﾄの信頼性
せっかく設世したフィルター・ベントを迂回し

て事故が進展し，その効能が得られなくなってし

まう場合にも目配りが必要であると述べましたが，

それが活かせる機会にありながら，ここぞという

ときに使えないか．あるいは逆に別の事故を誘発

するリスクがないのかについては，慎重な評価を

要します。そして．この点にもやはり懸念はあり

ます。

3,1批判を灰めかす米国

福島事故当時の日本の格納容器ベントの設計概

念には，米国の原子力産業界も規制当局(NRC)も，

批判的視線を送っているようです。

2012年8月に米国原子力発電運転協会(INPO)

が発行した勝別報告書(INPOll-005の追袖版)｢福島

第一原子力発砥所における原子炉事故からの教

訓」において．以下の教訓に絡めた指摘が述べら

れています。

4.う手順番

教訓：適切な事故対策方針とそれに付属した

手順番(典揃時操作手噸笹<EO砂や蛎故対策揃針

<AMG>)を制定するにおいては．運転事業者

と原子炉メーカーの関係者間で，十分な情報

交換と議論を行うこと。線に，そのように制

定された既存のものから逸脱する場合には，

十分慨亜な技術的癖壷と独立した安全評価が

不可欠であり．元々の基準の根拠や変更に伴

う窓図せぬ悪影響がないかについても考愈し，

識碕を尽くした上で決定したものであること。

手噸瞥の制定には。国際的な協力と憎報交換が

必要である。
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1980年代以降日本の翫力会社とプラント．

メーカーは．米国のBWRオーナーズ．グループ

が策定した過醗事故対応方針から逸脱する決定を

している。その決定は．技術評価とリスクに対す

る異なった考え方にもとづくものであった。その

ような決定の例として，格納容器ベントに関する

iアプローチがあり，それは，米国のBWRオーナ

ーズ・グループの定めた指針と比べた場合，燃料

｜破損が生じた際においても，格納容器のベントを，
最大運転圧力(設計圧力)の2倍に達するまで行わ

ないという点において異なっている。ベントは早

期に実施するものとのオーナーズ．グループのア

プローチから逸脱した理由は‘災ガスを含む放射

性物質の早期放出を避けたいからであった。そし

て．ベント系の配管には．この考え方に沿って，

ラプチャー．ディスクが取付けられ、それは，格

：納容器の圧力が最大運転圧力に達する前には開か

ないものであった。（米国のBWRの場合.そのような

ラプチヤー・ディスクはなく．早朋のペント操作が妨げら．

れることもなく．EOPにおいてもベント操作は．格納容農

の眼力力殴3↑圧力に達する前に実施するよう求めている｡）

その場合．水素の爆発を防止するための手段と

しては．可燃性ガス制御系(FCS:加無した触媒を使

，って水瀦を蔽素と再結合させる装慨)を使うことであっ

たが，堀源を喪失した場合にこれは使えない。し

かし，そうした場合に水素を格納容器から排出さ

iせる手順がEOPにもAMGにも規定されてはい

なかった。この点，他の国々のBWRでは，格納

容器の圧力が低いうちにベントを行い，水素を大

・気に排出することを認めている。

日本の手順瞥では．格納容器内での水素爆発の

可能性が増すことに加え，高い内圧では漏洩の可

能性のあるドライウェルのガスケットから原子炉

建屋内に漏出してしまうおそれもあり．さらに，

定圧のポンプによって行う原子炉への注水趾も減

少し，崩埋熱が大気に放出されるまでに絡納容器

内に瀞獄する鉦も多くなり，その過程で格納容器

の損侮状態力悪化して，漏洩がj@加する可能性も

ある。

一方NRCは,2013年11月．「福島事故発生

時点で米国と日本において運用されていた規制要

件の比較に関する報告書(Rcport:AcomparisonofU.S.

andJaPan"cU喧忽llaKoryImuiIEmemsincmect鉱IhctimeofFUku.

shimaaccidem)」をまとめており，この中では，以

上のINPOの報告誉にある文言をほとんどその

まま繰り返しており．日本が「原典」から逸脱し

て不適切なベント操作の手順を策定したこと，そ

れによって事故対応が淵り，水素爆発につながっ

た可能性を示唆しています。

日本の電力会社は，以上のINPOとNRCの指

摘を自らに向けられたものと受け止め，今度こそ

｢国際的な協力と悩報交換」を実践し，新しいフ

ィルター・ベントの設計に反映させてほしいとこ

ろです。

3.2最新の米国の取組みから

米国は，チェルノブイリ事故の直後，暫時フィ

ルター・ベントの灘入を検討しましたが，幾用対

効果の点から事業者への要求が正当化できないと

判定してこれを見送り，福島事故の後もやはり一

旦は同じ結論を下しました。しかしその後，フィ

ルター・ベントの導入も含め，格納容器ベントの

信頼性向上についてじっくりと検討が行われてい

ます。

すなわち，過酷事故の環境下でもより確実に働

かせることのできる格納容器ベントの確立を大き

なテーマとして捉え,2018年6月30日までに

ウェットウェル・ベントに対し(フェーズ')，2019

年6月30日までにはドライウェル．ベントに対

し(フェーズ2)，段階的な完了目標を設定して取り

組みを続けています。前者は，サプレッション．

プール水による漁過作用を利用するものですが，

後者ではこれが得られないため．ここにフィルタ

ーの必要性が認誠されています。現在，すでにフ

ェーズ1に沿って検討と計画が進んでおり，各

電力会社が,NRCに対して概念系統図などを提

出するところまで進捗しています。

そのような米国の腰を落ち着けた取り組み内容

に比べると，日本のフィルター・ベントの系統設

計における潜在的な問題点にいろいろ気づかされ

ます。ただしその前に，まずは基本的な深層防護

の問題として，格納容器内の圧力上昇と放射性物

質濃度の予想において，格納容器スプレーの不作

動や著しい性能低下のケースを評価していないこ

……とう制ﾚﾀー …ー|科拳’ 0503
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と，そして，原子炉圧力容器底部のメルトスルー

後に炉心溶融物とコンクリートが反応することに

よる水素，一酸化炭素，エアロゾルの発生が考慮

されていないことを指摘しておく必要もあるでし

ょう。この問題は，やがて米国がフェーズ2へ

と進んでいく段階で，より顕著になっていくもの

と思われます。しかし，それでも日本では，「中

央制御室での大火災なんてあり得ない」と言うの

と同じように．「格納容器スプレーに注水できな

いなんてあり得ない」と主張し続けていくのかも

しれません。

さて，米国の電力会社がこれまでに提出した格

納容器ベントの改善計画をいくつか見てみると，

特に次の3点に関して慎重であることがわかり

ます。

①格納容器ベントを行った後に系統内に空気が

流入し，爆発条件ができてしまう可能性。

②ベント弁の遠隔操作ができなくなった上に．

現場の放射線環境が劣悪になりアクセス不可

能となってしまう可能性。

③既設の非常用ガス処理系とベント系との切替

えを担う弁の気密性が不十分であるために，

事故時に既設側にも高濃度の放射性物質と水

素が漏洩してしまう可能性。

一点目の．ベント系内部での爆発の可能性に対

しては，系統の下流に逆止弁を取り付け，その先

は仮に爆発があっても，そのまま外部に爆圧が抜

けていく設計を取り入れているプラントもありま

す。また，この系統配管には，結露水が大碓に溜

まると予想きれるだめ，それによる閉塞やウォー

ター・ハンマー現象が起こらないよう，その排出

ラインも付けられています。ラプチヤー・ディス

クが使われているプラントもあります。しかし，

強制破壊が可能なように，アルゴンガス(空気に対

する比肛が】,38で亜く．ラプチャー・ディスク砿戦後の空気の

流入を防ぎ．その後のベント操作で水素が流れてきても爆発現

境にならないのがポイント)の注入ラインが設けられて

います。なお，福島第一でのベント操作では，操

作をしたつもりだが実際に働いたかどうかがわか

らなかったと述べている運転員もいました。そこ
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も

で。ベント・ラインには．温度計と放射線モニタ

ーを付け，ベント操作力城功した場合，これらの

指示値の上昇によって確認できるようにしていま

す。

二点目のベント弁が遠隔操作不能となる問題へ

の対処法についても，さまざまな創意工夫が見受

けられます。これは，命懸けで遂行するようプレ

ッシャーを掛けられ，高温，高線避，暗黒の，時

折瀧音力響くトーラス室に向かわされた福島第一

1号機での悲壮な運転員の対応を知り．あのよう

な事態を確実に回避することを目的とした改造で

す。それでも，「英雄的行動を以って臨む」と呆

れた回答を提出している米国の認力会社もあるよ

うに，当該ベント弁を駆動する高圧窒素ガスの切

替え電磁弁の故障を想定した対処というのは難題

で，多くの電力会社は「白紙答案」です。しかし，

追加の電磁弁を下流に設置，電気を必要としない

三方切換え弁の設置，電磁弁をすべてケーブル処

理室に移設，といった名案を捻りだした米国の電

力会社もあります。

三点目の水素ガスも含んだ危険な高濃度放射性

ガスが既設系統に漏洩する可能性への対応(クロ

ス・フロー対”は，漏洩率の低い(リークタイトな)弁へ

の交換によって実施を計画しています。これが適

切に行われない場合には，クロス・フローによっ

て，原子炉建屋が危険な状態となる可能性があり

ます。

一点目と三点目は,INPOが指摘した「意図せ

ぬ悪影響」についてであり．二点目は，追加の深

層防護です。急ぐ余りに欠陥設計としてしまわな

いよう，どれも，日本の電力会社にもぜひ検討し

てほしいと思う内容です。

篭結論
深層防護についての表現と実践には，日常生活

や産業の性質に応じていろいろあります。IAEA

による「五層」の定義もその一つです。それが，

不確定さと不可知性に備えた叡智であるという点

では同じであるものの．どこまで広さと深さを追

求するかにおいては，文化や価値観によって．日



本，米風欧州で述いがあります。日本の原子力

における深府防護の考え方は。国民が思っている

ほど(あるいは’思わされているほど)実際には商くはな

く‘本棚では，まずそれを説明しました。その認

識が砿要だと思ったからです。

フィルター・ベントは，それが正しく設計され，

正しい手順で使用されるとき，その効能を発抓で

きる事故に対しては，とても有効な過酷事故対策

設備の一つとなります。その必要性について疑念

の余地はありません。しかし，原子力防災計画に

おけるそのクレジットの可否については別問題で

す。福胤事故では．技術的には起こり得ないと言

い切っていた仮想事故の場合を4桁も上回る逓

の放射性物質が放出されました。この事実は，日

本の原子力における不一卜分な深脳防謹の実例，実

害として，将来にわたって決して忘れられるべき

ではありません。

現状，日本の原子力発電所のフィルター・ベン

トの系統設計とその運用方法が，適切な深届防謹

の思想に則り．かつ十分入念に検討されたとは思

われません。かつての格納容器ベントの巡用手順

についてINPOが指摘した．「国際的な協力と悩

報交換｣，「意図せぬ悪影稗についての議論」が．

今回も今のところまだ-1-分とは見受けられないか

らです。現に米国では．いくつかのアイディアが

提示され，今後も出てくるはずです。ただし，そ

れらが将来適切にフォローされるとしても，原子

力防災計画へのクレジットは，依然，軽々に認め

られるべきではありません。そのときにも．「国

際的な協力と傭嫌交換」をふまえてほしいもので

す。

】
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燈後に．日本の原子力規制委員会が原子力防災

計画の恭恋にIMIわらないのは"<米国を除けば)国際

的にも時別とは言えません。しかし．原子力にお

ける深府防護の基本的，共通的な考え方などにつ

いて，もし意見交換を求める自治体がある場合に

は，獄極的にこれに応じる責任はあるでしょう。

そうしないことで．各所紬自治体の関係者の余分

な負担が増し．不統一な考え方をしてしまうのを

放置する機関であってはならないはずです。
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